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横 浜 市 教 育 委 員 会 

臨時会会議録 

 

 

 

  １ 日  時  令和３年２月18日（木）午前10時00分 

 

  ２ 場  所  市庁舎 18階共用会議室（なみき14・15） 

 

  ３ 出 席 者  鯉渕教育長 大場委員 中村委員 森委員 木村委員 四王天委員 

 

  ４ 欠 席 者  なし 

 

  ５ 議事日程  別紙のとおり 

 

  ６ 議事次第  別紙のとおり 
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教 育 委 員 会 臨 時 会 議 事 日 程 

 

令和３年２月18日（木）午前10時00分 

 

１ 会議録の承認  

 

２ 一般報告・その他報告事項 

  新型コロナウイルス感染症への対応について 

  ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業について 

   

３ 審議案件 

教委第59号議案  横浜市立学校フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に 

         関する規程の制定について 

教委第60号議案  横浜市立学校の管理運営に関する規則の一部改正について 

教委第61号議案  教職員の人事について 

 

４ その他 
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鯉渕教育長 

 

 

 

 

 

各委員 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

 

 

小椋教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

［開会時刻：午前10時00分］ 

 

 ただいまから、教育委員会臨時会を開会いたします。本日もコロナウイルス感

染症の拡大防止のため、マスクを着用しております。 

 初めに、会議録の承認を行います。１月25日の会議録の署名者は、森委員と四

王天委員です。会議録につきましては、既にお手元に送付してございますが、字

句の修正を除き、承認してよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、承認いたします。字句の訂正がございましたら、後ほど事務局まで

お伝えください。 

 なお、２月５日の教育委員会定例会の会議録につきましては、準備中のため、

次回以降に承認することといたします。 

 次に、議事日程に従い、教育次長から一般報告を行います。 

 

【一般報告】 

 

 １ 市会関係 

   ○２／10 本会議（第２日）一般議案上程・質疑・付託、予算上程・説明 

   ○２／17 こども青少年・教育委員会 

 

 教育次長の小椋です。それでは、報告いたします。 

 まず、市会関係ですが、２月10日に本会議第２日目が開催され、一般議案上

程・質疑・付託、予算上程・予算に関する説明が行われました。 

 ２月17日に、市会常任委員会である、こども青少年・教育委員会が開催されま

した。 

 

 ２ 市教委関係 

 （１）主な会議等 

 

 （２）報告事項 

   ○新型コロナウイルス感染症への対応について 

   ○ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業について 

 

 次に、教育委員会関係の主な会議等ですが、こちらは、前回の教育委員会定例

会から本日までの間の報告はございません。 

 次に、報告事項として、この後所管課から２点報告させていただきます。まず

１点目ですが、「新型コロナウイルス感染症への対応について」、２点目は、

「ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業について」、報告させていただ

きます。 

 私からの報告は以上です。 

 

 報告が終了いたしましたが、何か御質問等はございますか。 

 特になければ、「新型コロナウイルス感染症への対応について」、所管課から
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前田人権健康

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直井学校教育

企画部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

森委員 

 

 

 

 

 

 

 

御報告いたします。 

 

 人権健康教育部の前田でございます。「新型コロナウイルス感染症への対応に

ついて」、御報告いたします。 

 「１ 教職員・児童生徒の新型コロナウイルス感染状況」です。前回２月３日

の報告以降の教職員の感染者は３人、児童生徒の感染者は16人、感染者が発生し

た学校は合計18校となっています。なお、２月16日、昨日現在ですけれども、令

和２年６月１日の学校再開以降の教職員の感染者は89人、児童生徒の感染者は610

人の合計699人です。感染者が発生した学校は316校となっています。下のグラフ

のとおり、緊急事態宣言下１月12日をピークに、学校関係者の感染者は減少傾向

に転じています。一方、日々の報告等は続いており、引き続き感染予防と感染拡

大防止に向けた取組を継続してまいります。 

 続きまして、「２ 感染者の状況について」です。新型コロナウイルスに感染

した児童生徒の症状についてですが、次のページのグラフにもありますとおり、

小学生では有症状が41％、無症状が54％となっています。中学生では有症状が

56％、無症状が37％です。いずれも有症状の半数以上が発熱症状で、中等症以上

の症状の児童生徒はおりません。また、児童生徒の感染経路についてですが、小

学生の86％が家庭内感染となっており、中学生は同じく58％が家庭内感染、28％

が感染経路不明となっております。 

 私からの報告は以上です。 

 

 学校教育企画部長の直井でございます。「３ 市立高等学校の入学者選抜実施

について」を説明させていただきます。 

 ２月15日月曜日に実施されました、令和３年度神奈川県公立高等学校入学者選

抜共通選抜における横浜市立高等学校の学力検査の受検状況等について御報告い

たします。人数はいずれも２月16日火曜日15時時点のものです。全日制高校８

校、定時制高校２校、別科１校の受検者総数は2,895人、当日欠席者は受検前に志

願を取り消した者を含めて26人でした。欠席者のうち４人が２月22日月曜日に実

施される追検査を希望しています。また、新型コロナウイルス感染症の罹患者ま

たはその濃厚接触者となり追検査を受検できないため、３月10日水曜日に実施さ

れる追加の検査の受検を希望する者は、この時点ではおりませんでした。あわせ

まして、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と認定され、陰性で無症状など

の条件を満たし、２月15日月曜日の学力検査を別室で受検した者はおりませんで

した。なお、神奈川県の全日制高校で新型コロナウイルス感染症の影響で別室受

検した者は５人でした。 

 御報告は以上となります。 

 

 説明が終了しましたが、何か御意見・御質問等はございますか。 

 

 御報告ありがとうございます。最初のページのグラフを改めて見ますと、横浜

市内の陽性者数と学校の中での陽性者数というのが大きく連動していて、かつ、

裏面を見ると、小・中学生を平均すると７割が家庭内の感染ということもあっ

て、横浜市全体の陽性者数に大きく影響を受けていることを改めて実感していま

す。同時に、学校内の感染が６％ないし13％に抑えられているということは、先

生方がかなりの消毒であったり気を遣っての対応をしてくださっている結果でも

あろうかと思います。なので、反対にお伺いしたいのが、この状況でこれだけ期

間が長引いている中で、今、学校の皆さんから拾っている課題はどんなものがあ
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前田人権健康
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直井学校教育
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森委員 

 

 

 

 

 

 

木村委員 

 

 

 

 

前田人権健康

教育部長 

 

 

 

石川小中学校

企画課長 

るか、もしあればお聞かせください。例えば消毒の負担がこれだけあると大変な

んだということであったり、いろいろなことをやめなければいけないことで子供

たちの気持ちの面でのメンタルフォローが課題であるであったり、そんなことが

想定されるのかなと思っていますけれども、お願いします。 

 

 学校現場の状況を含めてということでありますけれども、教職員は本当にお話

のあったとおり、日々の消毒であったり、また感染症対策を徹底している中で、

全く負担がないということはないのではないかと思っています。ただ一方で、例

えば消毒一つとってみても、清掃の中で消毒のポイントをしっかりと絞ってやっ

ていくだとか、職員室アシスタントが入って消毒体制を取ったりですとか、そう

いった背景もございますので、継続してできる体制にはなっていると思います。

そんな中で、各校長から聞こえてくる言葉の中には、感染症対策は長い戦いにな

ってきますので、いかに継続していくかということです。意識を継続するという

あたりがとても大事かなという言葉が出ています。それから加えて、今森委員か

らお話のあった、子供たちが非常に心のストレスだとか不安だとかを抱えていま

すので、そういった表に出ないことも含めて酌み取って支援をしていくというあ

たりが課題だと私たちも認識しております。 

 

 学校に子供たちが来て学び合っていくというのが今までずっとやってきている

ことですので、運動で息が上がったりするような、みんなで集まってやるような

ことがなかなかできなかったりとか、音楽であったりとか、話し合って学び合っ

ていくというところのやり方の実験とか、そういう部分で苦労していると思いま

す。どのように授業を工夫しながら安全・安心に子供たちが学んでいくか、非常

に苦労しているという話は聞こえます。食事も本当に大変だと思いますが、様々

な配慮をしながら、先生方、学校の職員が苦労しながらやってくれているという

ことが聞こえてきていますので、自分たちもなるべくそれを応援できるようにと

思っています。 

 

 ありがとうございます。先日、全く別の会で、とある大学の先生の話を聞いて

いたときに、世の中全体的にですけれども、新型コロナウイルス対策でどうして

も子供の目線が抜け落ちてしまう。子供たちが言う機会もないからということも

ありますが、とは言えども家庭の中ではストレスが爆発してしまっているという

話も周りで聞いたりします。子供たちが今どう感じているかということも改めて

学校の中であったり、私たちも聞いていきたいと思っています。 

 

 ２点質問です。一つは、家庭内感染がものすごく多いのですが、この内容とし

て、保護者からなのか、きょうだい関係からなのかということを教えてくださ

い。もう一つ、今の学校の学びの中で、特に中学校体育の武道の中の柔道の授業

などは、今どういった形で展開されているのかが分かれば教えてください。 

 

 家庭内感染が多い中で、その内訳としましては、小学校にしても中学校にして

も、いずれもご父母から感染されているケースが多いと思っています。一方、き

ょうだいであったり祖父母、そういった方からの感染も少なからずあると聞いて

おります。 

 

 小中学校企画課長の石川でございます。今、柔道のことについて御質問いただ

きました。一般論になりますけれども、距離を取ってお互いマスクをしながらの
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直井学校教育

企画部長 

 

活動になりますので、活動時間ですとか、乱取りというのですか、組み合ったり

する活動は避けるですとか、その時の状況で、特に今は緊急事態宣言下でござい

ますので、教育委員会事務局のほうでもガイドライン等で示しまして、配慮すべ

きことを配慮して、工夫して気を遣いながらやっているということだと思いま

す。基本的には生徒同士が近距離で組んで行う活動については、今現在は避けて

いると考えております。 

 

 分かりました。こうしなければいけないということはないですから、今この状

況下で何ができるかということは様々していただいていると思いますが、それが

やはり重要かと思います。 

 

 ほかに。 

 

 ありがとうございました。ずっと長く言われていることですけれども、昨日も

ニュースの中で、大学生が授業がないために非常に孤独になって、しかも相談相

手がいないので病気になって、その方の場合は大学を辞めるというお話でした。

また一方、昨日、ショッピングセンターのゲームコーナーに行きましたら、昨日

は帰りがふだんよりも早かったせいもあって、小学生も中学生も結構ゲームコー

ナーがにぎわっていて、やはりストレスがたまっているんだなというのをすごく

感じました。そういう話になると、必ずよく見取ってとか注意深く見てとか、そ

ういう話になりますが、どう注意深く見るのか、どのように見る手だてを取って

いくのかという、そのあたりのことを教えていただければと思います。 

 

 子供たちの不安やストレスは、本当に目に見えない中で進んでいると思ってい

ます。今、委員からお話があった中で、私たち人権健康教育部のほうでも考えて

いますのが、Ｙ－Ｐ、横浜プログラムの活用です。授業はもちろん学級活動の中

で子供たち自身が自分の中にあるストレスに気づいていくとか、自分を素直に表

現していいんだということを学び、友達との関わりや安心して生活できるきっか

けになるよう横浜プログラムを進めているのが一つ例として挙げられるかと思っ

ています。一方で、ほかにも保護者との連携はとても重要ですので、特にストレ

スですとか不安への対応として、カウンセラーを含めて教育相談体制の中で、そ

ういったお声掛けを各学校で学校だよりの中で触れて伝えているような学校もご

ざいます。そういったことが今のところ進めているケースかと思います。 

 

 ありがとうございます。Ｙ－Ｐは以前に比べて随分広がってきている、活用す

る学校も増えてきているというお話でしたけれども、やはり苦しいとかつらいと

か悲しいとか言葉にできる子供たちもいれば、どんどん中に閉じこもってしまう

子供たちもいますので、ぜひそういう子供たちの声をどのように聞くようにする

かという、そこのところを丁寧にやっていただきたいと思います。以上です。 

 

 よろしいでしょうか。 

 特になければ、次に「ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業につい

て」、所管課から御報告いたします。 

 

 引き続きよろしくお願いいたします。ＥＳＤ推進事業につきまして、小中学校

企画課長より説明させていただきます。 
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 小中学校企画課長の石川でございます。ＳＤＧｓ達成の担い手育成推進事業に

ついて御説明申し上げます。お手元の資料を御覧ください。 

 「１ 概要」から御説明申し上げます。文部科学省の事業でございます「ユネ

スコ活動費補助金（ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業）教育効果の

評価と普及」ということで事業指定を受けまして、平成28年度から継続して取り

組んでおります。２行目にございますように、ユネスコ・スクール４校を含む23

校をＥＳＤ推進校として教育委員会事務局が指定しております。ＳＤＧｓ達成の

担い手育成ということで取り組んでおります。次の段落でございますが、しか

し、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため活動が制限されることが

多く、これまでの手法ではＥＳＤ推進が難しいと予想されたため、積極的にＩＣ

Ｔを活用してオンラインによる研修や学校間の情報共有、児童・生徒の交流など

を進めてまいりました。昨年度までは会場を借りまして、対面方式でやってきた

ことでございます。３段落目ですが、コロナ禍において、各推進校はこれまでの

教育活動を見直し、児童・生徒に本当に必要な学習活動を精選し、新たな取組を

進めていて、教職員だけでなく、児童・生徒が、今できないことよりも、この状

況下でもできることを探し、これまでの活動を見直しながら実践してきておりま

す。 

 「２ 推進校」でございます。網掛けの部分がユネスコ・スクールです。ユネ

スコ・スクールというのは、そのすぐ上にございますが、ユネスコの理念を実現

するために指定されている学校で、ＥＳＤの推進拠点とされ、ユネスコが指定し

ている学校でございます。 

 「３ 具体的な学校の取組」でございます。ここでは４点挙げさせていただい

ています。１点目が、ＳＤＧｓと関連づけたカリキュラム・マネジメントです。

総合的な学習の時間を中心として、いろいろな各教科等でＳＤＧｓの視点と関連

づけた学習内容の検討、学習した内容が実社会・実生活の課題とよりつながるよ

うな授業研究を進めております。２点目は、外部講師、諸団体・関係企業等をお

招きして、地域や世界的な課題についての学習を推進し充実させております。３

点目が、ＳＤＧｓを意識した校内の環境整備です。例えば、下の真ん中の写真が

そうですけれども、これは学校司書の工夫によってＳＤＧｓに関連した掲示や書

籍コーナーを設けて児童生徒の関心が高まる工夫をしているということでござい

ます。４点目の、留学生を招致して、英語を用いた社会的な課題についてのディ

スカッションは、一番右の写真でございます。ユネスコ・スクールであります東

高等学校が行っているものでございます。世界各国から来日した留学生とオール

イングリッシュで２日間活動するＧＣＣというものを実施いたしました。実施後

はＳＤＧｓや世界の諸課題に対する興味・関心のある生徒の割合が多く増加した

り、他者と協働してそれらを解決に導くことや、コミュニケーション手段として

の英語、語学の重要性を強く意識する契機となっております。一番左側の写真に

ついては、後ほど御説明いたします。 

 次のページを御覧ください。「４ これまでの事務局の取組・成果の普及・啓

発」でございます。教育委員会主催のオンラインを活用した研修を計５回、今年

度は行いました。それから、推進校のオンラインを活用した交流のサポートを計

３回行いました。 

 次に５番でございます。横浜市ＥＳＤ推進コンソーシアム交流報告会、実践の

交流会ですが、児童・生徒の部をオンラインで実施いたしました。１月26日から

２月５日のうち、５日間で開催しております。動画を発表する学校も含めて、下

の表のとおり、３～４校のグループに分かれまして、発表と質問・感想の交流等

を行いました。率直な質問や意見のやり取りをする中で、自分たちの活動を見直
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したり、新たな課題を発見したり、これからの活動の方向性の検討につなげたり

することができました。 

 次のページを御覧ください。いくつかの発表例を御紹介いたします。幸ケ谷小

学校でございます。５年生の総合的な学習の時間「地球のみんなにやさしい生活

づくり～エコバッグとレジ袋どちらがいいの？～」という学習を進めていまし

た。様々な環境問題のある中で、子供たちにとって身近なレジ袋の有料化が一体

どのように環境に影響しているのかという当初の疑問からスタートいたしまし

て、エコバッグとレジ袋はどちらが環境によいのかなどといった新たな疑問を見

つけながら、出前授業を受けたり自分たちで調べたりしました。最後の段落にご

ざいますけれども、エコバッグを１つ作るには、レジ袋の約50枚分の二酸化炭素

が排出されることなど、様々なことが分かり、最終的には最後の４行にあります

が、環境や地球にやさしい生活は、使う物のメリットとデメリットを考え、状況

によって判断することが大切ということで、子供たちなりの一応の結論を導き出

すことができまして、それが発表されました。 

 次に相沢小学校でございます。６年生総合的な学習の時間で、「あいざわのま

ちＳＤＧｓ宣言」。６年生が地域・環境・国際理解の３つのグループに分かれ

て、それぞれ追究・学習を進めました。ネパールで活躍する医師、地球温暖化防

止全国ネットによる出前授業、地球規模の課題についての理解を深めるため、

様々な学習をしました。また、学区のまちにＳＤＧｓそのものを広める活動とし

て、子供たちがふだん利用している店に交渉するなど、環境に関するポスターを

貼らせていただいたり、ＳＤＧｓサポーターを直接お願いしたりなどという活動

をしていました。校内でも学習発表会で、保護者、地域、関係諸機関の皆さんを

御招待して、「あいざわのまちＳＤＧｓ宣言」などを行いました。子供たちが地

球規模の課題を考えつつも、身近な地域で自分たちができる活動を考え、ＳＤＧ

ｓを広める活動に取り組んでおります。 

 次のページを御覧ください。荏田西小学校でございます。６年生の総合的な学

習の時間で「「難民問題」に対して自分たちにできること」という学習を行いま

した。授業で難民の写真を見たことをきっかけにして、国連機関の出前授業を受

けて理解を深め、家で着なくなった服を集めて難民の子供たちに届ける、関係企

業のユニクロの「服の力プロジェクト」に参加し、これでまず自分たちの学校の

全校児童に理解を深めてもらうためにポスターを作成したり、テレビ朝会で呼び

かけたりしました。それから、服をたくさん集めるために保護者向けの手紙を配

って、活動への理解を徐々に広げていくという活動をいたしました。自分たちに

とって遠い世界のようなことが身近に感じられ、これも先ほどと同じように自分

たちにできることがあることに気づき、ＳＤＧｓとのつながりを実感できる活動

となりました。 

 次は市ケ尾中学校でございます。これは全学年で行った生徒会活動でございま

す。「市中から世界を変えよう」という合言葉で活動に取り組んでおります。生

徒会活動に委員会活動がありますが、その活動でそれぞれがＳＤＧｓ17の目標の

どこが自分たちの活動に当てはまるかということを位置づけて、例えば海洋プラ

スチック問題についての取組から、公募によるエコバッグ制作に取リ組んだり、

あとは同じような活動している市内の小学生とのオンライン交流をするなど、活

動交流をして充実を図ったりすること、自分たちにできることを考えるために外

部講師を呼んだりして、まず自分たちの学びを深め、そして、自分たちの活動が

ＳＤＧｓと関わりのあることを認識し、さらにそれを積極的に発信して広げよう

という活動をしていました。市ケ尾中学校はユネスコ・スクールですが、ここに

書いてあること以外にも、各教科の学習の中でもＳＤＧｓに関連づけて取り組ん
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でおります。 

 今御紹介いたしました四つの学校の取組についてご紹介をしましたが、それ以

外の学校の発表も行われました。また、推進校以外の学校もそれぞれの学校の状

況や特色に合わせて様々な学習をしておりますので、それらがＳＤＧｓとどのよ

うに関係があるかということを価値づけ位置づけることについて、教育委員会事

務局としてもこれから取り組んでいきたいと考えております。 

 ６番は、先ほどの交流会の教職員の部でございます。１月30日に行われまし

た。推進校以外の教職員も含めて70名以上の参加申込みがあり、講演と実践報

告、グループ協議、講評でございますけれども総括の構成で実施いたしました。

講演は、横浜市ＥＳＤ推進コンソーシアムを組織していまして、日常から御指導

いただいている専門家の方、大学の先生の方々に御講演を頂きました。２番目に

は、実践報告として市内の推進校４校から発表していただきました。そして、オ

ンラインでグループに分かれてグループ協議を行い、最後に講演と総括を専門家

の佐藤先生にしていただきました。70名以上と先ほど申し上げましたが、推進校

以外の学校からも20名以上の参加がありまして、自分は推進校ではないけれど

も、今までの自分の学校の教育活動の中にＥＳＤやＳＤＧｓの視点をより価値づ

けできる活動があるんだということに気づいたというような感想もございまし

た。今後も取組を推進してまいりたいと思います。報告は以上でございます。 

 

 説明が終了しましたが、何か御意見・御質問等はございますか。 

 

 報告ありがとうございました。当日は見られなかったのですが、見た方からも

のすごく活発でよかったと聞いています。いろいろな視点で子供たちが考えてう

まく発表したということがあったのですが、ちょっとお聞きしたいのが、これは

それぞれ単発的なタイトルで行っていくのか、それを今後どうそれぞれの学校と

かクラスが発展的にやっていくのか。あともう一つは、この中に小学校・中学

校・高等学校とユネスコ・スクールがありますよね。せっかく小学校・中学校・

高等学校とあるので、連携というかつながりがあるのかということをお聞きしま

す。 

 

 ありがとうございます。１点目ですけれども、この活動の取組は、学校全体で

取り組んでいる学校もございますし、学年で取り組んでいるもの、あるいはクラ

スで取り組んでいるもの、様々でございます。今のところ、だんだん学校全体の

取組になってつながりができているので、それぞれの学校の中でカリキュラムに

位置づけてＳＤＧｓ推進というところが増えてまいりました。ＳＤＧｓそのもの

を広げるということも目標の一つにございますので、一つの学級の取組、あるい

は学年の取組が全校に広がり、それがほかの学校、地域に広がっていくことも私

たちは支援していきますし、今そのような形で先生方も努力しております。 

 それから、ユネスコ・スクールに関しては小学校・中学校・高等学校とありま

すけれども、もちろん最初は自分たちの学校の取組で推進しております。ただ、

先ほど御紹介いたしました交流会等でも、例えば東高校は動画で自分たちの取組

を小中学生に紹介したり、つまりほかの推進校やユネスコ・スクールに活動を広

げていくということを意識して取り組んでくださっていますし、あと先ほども申

し上げましたが、市ケ尾中学校は自分たちと同じような取組をしている小学校と

オンラインで交流しているというような試みもしています。先ほども申し上げま

したが、広げるということも意識して学校は取り組んでいると思っております。

よろしいでしょうか。 
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 ありがとうございました。広げることで学びの芽とかも広がってくると思う

し、ぜひ大学等も含めて広げていただければと思います。 

 

 ほかに御意見はございますか。 

 

 御報告ありがとうございます。当日、児童の発表と交流報告会、オンラインの

児童・生徒の部と教職員の部の両方に参加させていただきました。Zoomで各教室

をつないで児童が発表して質問し合ってという新しい形の学びであったり、報告

発表の場があって、非常によかったです。どのあたりが特に印象に残ったかとい

うことですが、一つ目は、複数の教室をつなぐことによって、児童たちが同じＳ

ＤＧｓというテーマというか17の目標から出発しているけれども、クラスによっ

てこれだけ着目するテーマが違うんだということだったり、テーマが仮に近い発

表同士であっても、これだけ自分たちが考えたことによって切り口が違うんだと

いうことに、児童自身の質問とかでも気づいていることが出てきていたり、あと

は似たテーマで違う切り口だからこそ質問がどんどん出てくると。自分たちもい

っぱい調べたからこそ出てくるものだと思いますけれども、止まらないぐらい、

Zoom越しなのでどの教室からもお互いに手が挙がり続けて、進行の方が途中で切

らなければいけないぐらい、たくさんの質問が出ていたことが非常に印象に残っ

ています。 

 クラス全員で発表を一人ずつしていたのですが、なぜこれだけの質問だったり

伝えようという気持ちがあったのかなということを振り返ると、一人の発表の子

の言葉にもありましたけれども、自分が大人になる頃にはおいしい水が飲めない

かもしれないとかキャンプに行けないかもしれないという切実感がものすごく子

供たちの発表の中にはあって、そういったことを調べて学んで発表する中で、す

ごく子供たち自身の中にあるということがあってこそなのだろうなと思いまし

た。そこまで持っていった授業のつくりであったり、総合学習の組み立てだった

り、先生の力というのもすばらしいなと思ったことが一つです。 

 もう一つは、とある児童の発表に触れながらの先生の発表の話ですが、先生が

一つの答えに導くのではなくて、児童本人が私はこれを答えとする、自分は自分

でこれを答えとするというように発表していました。具体的には、プラスチック

ごみの中ではレジ袋が悪者みたいな感じでみんなが削減のほうに今動いています

し、実際にそれはすごく大事なことですけれども、実際に自分で調べてみると、

それ以外のプラスチックごみの多さに気づいて、自分でもできることはこれだと

思うというような発表でした。なので、こういった総合学習の学びであったり組

み立てというのをさらに充実させていくことによって、学校の学びそのものが、

これが答えだよね、みんなこれが正解だよねとするのではなく、もっと私なりの

答えはこれだと思うということをもって議論できるようになる、そういう素地を

つくる授業と取組だと実感しました。 

 反対に課題として感じたことは二つありまして、一つは、環境や経済の部分で

あったりとか、一つ一つのトピックを縦で深めていくことはできても、横の関係

性をつくっていくことは先生自身もまだまだ取り組まなければいけないこともあ

るし、児童自身もそれを横断していくことには非常に時間のかかることだと思い

ますので、そこをどう横浜市の教育委員会としてよりしやすくなるようにできる

かということだと思いました。そのためには、最後の佐藤教授の言葉にもありま

したが、外の力を借りることが必要、より協働していくことが必要だという話も

ありましたので、それをぜひやっていっていただきたいと思いました。 
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 もう一つは、先生方の意見交換にも参加したのですが、本当に意欲のある先生

たちがいっぱいいると思いますけれども、学校の中で一人の先生に終わらせず、

学年だったり学校全体に持っていくにはまだまだ課題があると思いますので、意

欲のある先生だったり取り組もうとされている先生のバックアップは非常に課題

だと思いました。 

 長くなってしまってごめんなさい。これで終わります。もし可能であれば、教

育委員会事務局の皆さんでこうやって取り組まれた中で意義を感じたことや、今

後さらにもうちょっとこんなことができるのではないか、していきたいというこ

とがあればお聞かせいただければと思います。 

 

 担当者から少し。 

 

 小中学校企画課の前田です。森委員、ありがとうございました。お話しいただ

いたように、特に持続可能な担い手育成とか持続可能な社会づくりということが

言われていますけれども、まさにコロナ禍で今まで当たり前にできたことができ

なくなってしまうということを子供自身が一番感じたのではないかと思います。

ですから、今までもいろいろな取組をしてきましたけれども、より切実にそれを

感じたのではないかと思います。それを起点として、自分たちに何ができるのだ

ろうかということを各校が総合的な学習の時間であったり、中学校は生徒会活動

を中心にやっていて、こういうＳＤＧｓみたいな目標で、自分たちも何かできる

ことはないのだろうかということを真剣に考えて、学習や様々な活動につなげて

いったのではないかと思っています。その中で、やはり今まで当たり前だと言わ

れてきたことが当たり前でなくなって、世の中の価値観がこれだけ変わっている

ということをダイナミックに子供たちも感じ、先生たちもそういう中で授業をい

ろいろと構築しながら、今まではある程度総合的な学習の時間もゴールがもしか

したらあったのかもしれませんが、ゴールになかなか収まらないような活動にな

っていったのではないかと思います。 

 二つ目の推進校の中でも、いろいろ始めた学校でなかなか取組が広がらないと

か、ある特定の先生がしているということが実際にありますけれども、何年かや

ってくると輪が広がっていって、結構工夫していまして、有志でグループを作っ

たり、校務分掌の中にＥＳＤを推進するような部署を作ったり、そこで校長先生

にいろいろマネジメントをしていただいたりと工夫をしています。事務局として

もＥＳＤ推進コンソーシアム委員を作っていますが、その中でもやはりそういう

ことが課題だと言われていますので、今後一人で活動しているという先生がいな

いように、そういう先生たちも巻き込んでいきながら、外部の機関というお話も

ありましたけれども、ＳＤＧｓデザインセンターといろいろ交流していって情報

交換もしておりますので、例えばＳＤＧｓデザインセンターが立ち上げたＳＮＳ

とかを使って何か先生たちの情報を伝えたり、あるいは先生たちの発信を聞いて

我々もキャッチしながらネットワークをなるべく広げていけるような、そこには

大学の先生とか企業の方とかを絡めながらこれからも進めていきたいと思いま

す。今後ともよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

 ありがとうございます。本当に良い会でした。お疲れさまでした。 

 

 ほかに何かございますか。 

 

 ありがとうございました。先日、ある学校へお邪魔したときに、高学年の子た
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ちが、やはり総合的な学習の時間を使ってＳＤＧｓに取り組んでいました。掲示

物ですとかいろいろな発信の仕方をしていたり、また先ほど御報告にあったよう

に、学習発表会で発表したりというようなことになると、本当に外部への発信だ

けではなくて学校の中、下級生の子供たちも非常にいい刺激を受けてこれからの

活動につながっていくのかなという感想を持ちました。それで、先ほどの課長の

御説明の中に、この状況下でもできることというお話がございましたけれども、

今年は外部講師を招くにしてもかなり制約が多かったと思いますが、今年度でも

何かこんなことを工夫しましたとか、こんなことを頑張りましたとか、この状況

下でのふだんとは違うような取組があれば教えていただきたいと思います。以上

です。 

 

 小中学校企画課の岡本です。ありがとうございます。今御指摘いただきました

とおり、今年度は今まで当たり前のようにできていたことができなくなったとい

う中で、お話のあった講師とか外部の力を借りることも今までどおりにはできな

いという状況になりました。学校では今まで人づてであったり、そういった形で

つながりのある方に講師をお願いするケースが多かったと考えていますが、この

ような状況下で子供たちが課題解決をするためには外部の力が必要だというとき

に、先生方もこのような状況だからこそ、自分たちでインターネット等を通じて

調べた有識者の方とか、今までつながりのなかった方に学校の現状を伝えて直接

お電話等で交渉して、新聞記事などを基に講師を依頼したケースもありました。

コロナ禍において、逆にそれをばねにしてそういった機会を設定していったとい

うことがありました。そういう場面でも、やはり直前に講師の方が遠方からは来

られないというような状況になったこともありましたので、その際我々のほうで

オンラインで研修等が実施できるようにサポートさせていただいたというような

事例がありました。そういったところが事例かと思います。以上です。 

 

 ありがとうございました。学校がやりたいと思うことを教育委員会がサポート

して実現するというのは、すごく大事なことだなと思いました。私がこのコンソ

ーシアム交流報告会ですばらしいなと思うのは、発表のための発表ではないとい

うこと、それから子供たちが実際に、先ほど森委員のお話にもございましたけれ

ども、生でお互いに考えを交流できることです。その背景にあるのは、やはりス

タートしたときに教科書もなくどうするんだと非常に先生方も混乱しましたけれ

ども、総合的な学習の時間を横浜の時間としてずっと積み上げてきた、地域との

つながりも大事にしてきた、そういう今までの学習の積み重ねがあって、またこ

こにＳＤＧｓという新たな視点が加わることによって、学習が深まっているのか

なという感想を持ちました。 

 この間ある人が、今夫婦げんかをしているんですという話をされていて、僕は

やはり値段のことを考えたらガソリン車にしたいけれども、奥さんは「何言って

るの、環境のことを考えたらもう今はガソリン車の時代じゃないでしょ」と、値

段が少々高くてもそっちにすべきだと言うので、今バトルしているんですなんて

いうお話がありました。やはりなかなか環境のこと一つ取っても、大人でも答え

は簡単に出ませんよね。でも、そういうことを子供たちがずっと考え続ける姿勢

が養われたり、考えるだけではなく何か自分にできることから始めようというこ

とで行動を起こしたり、自分自身の生活を変えていく、そういうところにつなが

っているというのがこの活動のすばらしさかなと思って聞かせていただきまし

た。ありがとうございました。 
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鯉渕教育長 

 

四王天委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川小中学校

企画課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

四王天委員 

 

石川小中学校

企画課長 

 

 

 

前田小中学校

企画課指導主

事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森委員 

 

 

 

 

 ほかに。 

 

 Think Globally, Act Locallyという言葉、世界基準で考えて、ただ、身近にで

きることから始めましょうというのがＥＳＤの一番基本の理念だと思います。こ

の中で、自分たちで考えて何かやり出すということをやる、いわゆる欧米型の授

業なのかなという気もしていて、自分たちの意見、ディスカッションもしなが

ら、それで何か一つのものを発見していくことにつながっているかと思います。

それで、先ほどの木村委員の思いともつながりますが、このプログラムを受けら

れているのはまだ多分、全生徒の数％でしかないですよね。それがどれだけ全体

に波及するようにできるか。そのために必要なもの、ヒト・モノ・カネ・情報な

のか、それと阻害しているものがもし何かあるのであれば、お考えがあればお聞

きしたいと思います。 

 

 ありがとうございます。先ほども少し申し上げましたけれども、いろいろな学

校で推進校以外にも、例えば国際理解ですとか福祉ですとか、様々な課題やテー

マで取り組んでいる学校や学級がございます。そういうものについてＳＤＧｓ、

あるいはＥＳＤに関連づけて考えていくこと、つまり教育課程、カリキュラムの

中に位置づけていくことで、自分たちのやっていることはここにつながっている

んだということを、これから私たちが学校に対して指導・支援していきたいと思

っております。おっしゃるとおり、全ての子供たちがこのように充実した学習を

できるように、私たちがこれから教育委員会としての支援を考えていきたいと思

います。 

 

 ヒト・モノ・カネでは別に、特に要求はないですか。 

 

 考えさせていただきます。もちろん様々な条件があれば、充実することはもち

ろん間違いありませんが、私たちとしてもこの次の段階でどのように、今のこの

活動というか事業を次の段階でどう進めていくかについては今検討しているとこ

ろですので、少しお時間を頂きたいと思います。 

 

 小中学校企画課の前田です。ヒト・モノ・カネではありませんが、今まで国際

理解に関して外部機関で横浜の学校にいろいろ情報提供をしてくださったり、招

いて講演とかをしてくださった団体がありますけれども、教育委員会事務局の作

成した昨年の報告書がありまして、これをお送りしたところ、もう一回読み直し

て自分たちの国際理解の教育というのはこれとつながっていたんだということ

で、それからまた違う方法でＳＤＧｓとかを軸に、自分たちの今までやってきた

ことを見直すという、外部機関にも波及効果がありました。これをよく読んでい

ただいて分析していただきまして、我々もそれを見てまた価値づけられたのです

が、そういう意味で我々の活動が外の活動に影響を与えるということも実際にあ

りました。広がるという意味ではそういう広がりもあるので、付け加えさせてい

ただきました。以上です。 

 

 ヒト・モノ・カネをあまり使わずに、もし来年度やるのだったらこんなことも

できるのではないですかということですけれども、今回、推進校以外の先生の参

加はどのぐらいでしたか。 
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石川小中学校

企画課長 

 

森委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川小中学校

企画課長 

 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

 

各委員 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

古橋教職員人

事部長 

 

 

山下教職員労

務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70人中20人ちょっとです。 

 

 

 教職員の部で70人のうち20人ということですよね。本当にそれがもったいない

なと思っています。せっかくZoomでやっているなら録画もできますし、それを全

学校の全先生に何かしらの形で、生き生きとした様子であったりとか、こんなや

り方があるということを、文字とかではなく様子そのものを多くの人に見ていた

だくということならば、そんなに労力もかけずにできると思います。限られた人

だけが知っている状態、足を運べる人だけということではもうなくなってきてい

ると思うので、それをぜひ御検討いただけたらと思います。もしかしたら検討さ

れているかもしれませんが。 

 

 私どももこの成果や活動の様子をどのように全市に広げていくか、広報してい

くかということについては模索しているところですので、今のも参考にさせてい

ただいて取り組みたいと思います。ありがとうございます。 

 

 よろしいでしょうか。 

 次に、議事日程に従い、審議案件に移ります。まず、会議の非公開について、

お諮りします。教委第61号議案「教職員の人事について」は人事案件のため、非

公開としてよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、教委第61号議案は非公開といたします。 

 議事日程に従い、教委第59号議案「横浜市立学校フレックスタイム制度勤務職

員の勤務時間に関する規程の制定について」、所管課から御説明いたします。 

  

 教職員人事部長の古橋です。教委第59号議案「横浜市立学校フレックスタイム

制度勤務職員の勤務時間に関する規程の制定について」、御説明いたします。詳

細は教職員労務課長から説明いたします。 

 

 教職員労務課長の山下でございます。よろしくお願いいたします。 

 裏面に移らせていただいて、まず提案理由でございますが、横浜市立学校に勤

務する用務員、給食調理員以外の職員に対して、フレックスタイム制度を導入す

るに当たり、必要な事項を定めるため、横浜市立学校フレックスタイム制度勤務

職員の勤務時間に関する規程を制定したいので提案するものです。 

 ２枚おめくりいただくと６ページの次に説明資料を用意させていただいており

ます。こちらで説明させていただきます。 

 まず、「１ 趣旨」です。横浜市立学校の教職員を対象としたフレックスタイ

ム制度につきましては、横浜市立学校教職員の働き方改革プランにおける業務支

援策の一つとして、平成30年度から毎年度、改善を加えながら、試行を行ってま

いりました。令和３年度からは、試行結果を踏まえ、正式に制度化するため、教

育委員会においてこの規程を制定するものです。 

 「２ 根拠」につきましては、こちらに書いてある規則で、任命権者である教

育委員会が定めるとなっているというものです。 

 「３ 制定する規程の主な内容」でございます。第１条は趣旨でございまし

て、横浜市立の学校に勤務する職員のうち、用務員及び給食調理員以外の職員の
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鯉渕教育長 

 

四王天委員 

 

 

山下教職員労

務課長 

 

四王天委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山下教職員労

務課長 

 

 

 

 

四王天委員 

 

 

 

勤務時間について定ます。第２条ですが、こちらはフレックスにおける勤務時間

区分と休憩時間を定めるものです。表の上の２段が通常の昼間勤務の職員、下の

２段が定時制の夜間勤務の職員に関するものになります。休憩時間が45分の者と

１時間の者がいるので上下に分かれておりますが、勤務開始時間につきまして

は、昼間勤務の場合、７時から10時の間で15分単位でずらすことができるとしま

す。夜間勤務の場合、９時半から12時15分の間で、15分単位でずらすことができ

るとします。第３条は、教育長への委任条項でして、この規程の施行に関して必

要な事項は教育長が定めるものとするということです。最後に備考として、利用

回数を定めています。利用回数は月５回が上限となりますが、利用要件が子育て

（小学生以下）及び介護の場合は、勤務開始時間が午前８時から午前９時までの

区分については利用できる回数を上限なしとします。なお、利用要件について

は、規則に基づいて人事委員会の承認を受けまして、次のとおり定めておりま

す。子育てと介護、通院、自己啓発、業務都合となります。なお、米印にありま

すとおり、長期休業期間中は授業等がないので、利用要件を限定しないこととし

ます。 

 「４ 施行期日」ですが、令和３年４月１日となります。 

 御説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

 所管課からの説明が終了しましたが、何か御意見・御質問等はございますか。 

 

 確認事項も入るのですが、教職員というのは労働基準法の適用者であると考え

てよろしいですか。 

 

 基本的には適用されるのですが、一部について適用除外になっております。超

過勤務に関することで適用が除外されております。 

 

 分かりました。そうすると、校長先生とか副校長先生とか管理職に関してもフ

レックスの規程の中に入っていますけれども、その辺は労働基準法第41条の適用

者に当たるのではないかと思います。労働時間の制約とか勤務時間の自由さとい

う点で、労働基準法第41条というのがあると思いますが、その辺の適用は受けな

いのでしょうか。企業なんかではよく管理監督者で一部の者に関しては勤務時間

の制約をまるっきり受けないというのを労使の協定で適用されるものがあります

けれども、それが校長先生たちには当てはまらないのかということを確認したい

と思います。まだたくさんあるのでいいですか。コアタイムというものは設けな

いのでしょうか。もう一つ、事前申請の必要性はないでしょうか。数多く質問し

てしまいましてすみません。 

 

 事前申請につきましては、２日前にという形で設定しております。コアタイム

については設定しておりません。最後の御質問の労働基準法第41条に関しては、

市長部局の制度を準用する形で、規則が同じなのですが、それで行われていまし

て、市長部局に関しても管理職も適用になるということなので、法的な課題はク

リアされていると考えております。 

 

 働き方改革から考えたら、労働基準法第41条が適当なのかどうか、死ぬまで働

かされるかもしれないので不適当かもしれませんから、この趣旨からしたら労働

基準法第41条の該当者はいないみたいなので、それはそれでありかなという気は

いたしました。ありがとうございます。 
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鯉渕教育長 

 

森委員 

 

 

 

 

山下教職員労

務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

森委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山下教職員労

務課長 

 

 

四王天委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ほかにございますか。 

 

 一番最初の趣旨に、業務支援策として平成30年度からスタートして改善を重ね

てきたとありますが、始めようとしたときにどんな声を受けてこれを始めようと

したのかということを改めて教えていただきたいということと、毎年度改善して

きたというのは例えばどんなことか教えていただけますか。 

 

 フレックスについては、そもそもこちらにも書いております働き方改革プラン

でどんなことができるだろうかというのを、ありとあらゆることを挙げていった

中の一つとして出てきたものです。どちらかというと声を聞いてというよりは、

そちらのほうで教育委員会が一生懸命考える中で出てきたものの一つだったと記

憶しています。それで、試行については、平成30年度では49校でごくごく限定し

た形で行ってきまして、令和元年度からは全校に展開しています。変えた中身と

しましては、例えば上限回数を外すということにしていたりするのですが、そう

いうのは最初のうちはもうちょっと制約的にやっていたりとか、今年度から次年

度に関しては、臨時的任用職員は同じ働き方をしていますけれども、それが外れ

ていたのを加えたりとか、あと時間的に一つ前倒しの時間を設定したりとか、こ

の辺は毎年度アンケートを取ってお声を聞きながら、頂いた要望の中で実現でき

そうなものを加えていったという経過になります。 

 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

 御報告ありがとうございます。まずは子育て（小学生以下）及び介護をしてい

る場合は、そもそも上限はないということで、それ以外の方については今回こう

いった上限ありの制度を始めるということだと思いますが、ここで止まることな

くぜひもっと進化をお願いしていきたいと思います。実際の実務としては、ほか

の方を見つけなければいけないとか、例えば遅くする場合とか、いろいろな限界

もあったりするとは思いますが、働きやすさだったり、家族がいて継続して働き

続けられるかどうかというのは、教職員になるかどうかのかなり大きな選択の判

断基準になってきていると思うので、今の学生にとっては、今働いている方も含

めてですけれども、どんどんさらに充実していったらいいなと思います。引き続

きよろしくお願いします。 

 

 ありがとうございます。正式に決めたわけですけれども、これで今後変えない

というのではなくて、今後もお声を聞きながら改善というものを検討してまいり

たいと考えています。よろしくお願いします。 

 

 再度すみません。マネジメントの問題ですが、申請は大体、副校長先生とか教

頭とかその辺に出すものですよね。その後、この先生が１組なのか７組なのかと

か、その辺のことがちゃんと明確に分かるのかどうか。あの先生はこの時間、今

日は遅く来ているけれどもそういえば２組だったなとか、遅くまでいるけれども

８組だったなとか、その辺を管理職はちゃんと把握できるのかどうかというマネ

ジメントのところがちょっと心配ではあるのですが、その辺の何か工夫とかお考

えがあれば。 
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山下教職員労

務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四王天委員 

 

 

 

 

中村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山下教職員労

務課長 

 

 

 

 

 

 

 

中村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

 

 ありがとうございます。今こちらのほうからこうしてくださいという形では、

試行の段階では出していませんが、実際に利用されている方に確認してお声を聞

いてみると、いわゆる掲示板に予定がありますけれども、ああいうところに表示

したりとか、あるいはグループウェアで情報共有したりする学校も増えてきてい

る中ではそこで表示していたりとか、そういったことを工夫しながらやっている

というのは聞いています。今回、正式に制度化するに当たって通知も出していく

わけですけれども、その辺はきちんと分かるように、こちらからも提案を含めな

がら通知して、例えば前にずらして普通の時間でやってしまったら勤務時間が延

びているというような話になりますので、そういったことのないように周知徹底

をしてまいりたいと考えています。 

 

 12分割ですか、15分単位で区切られているので、かなりマネジメントが、管理

するのが難しいかなと思いました。その辺のところに注意しないと、だらだらに

なってしまう可能性もあるので、懸念して申し上げました。ありがとうございま

した。 

 

 ありがとうございました。これまでも働き方改革通信の中で、試行校の実際に

取った先生のお声や学校の声などを聞かせていただいて、例えば介護とか子育て

が原因で職場を去ることにならないようにという意味で、非常にいい制度だと思

います。お声の中ではプラスのお声が多かったのですが、やはり取られる先生方

が、こうしたらみんなに迷惑をかけるのではないかとか、こんな時間に取ってい

いのだろうかということなしに、気軽に、本当に突発的に起こることもあるわけ

ですよね、２日前だけではなく、今日の今日ということもあるわけで、取りやす

くしていくために、この制度を活用していくために、今後どのようなことが必要

だと考えていらっしゃいますか。 

 

 やはりそういう取りやすい環境をつくるということは、学校ぐるみというか、

もっと言うともっと大きいのかもしれませんが、そういう中で学校としてしっか

り取り組んでいることが共有されているというか、そういう環境づくりが大切だ

と思いますので、お互いさまというか、そういうことが分かるように、今後も

「働き方改革通信：Smile」ですね、こちらを御覧いただいてありがとうございま

す。ああいう形でも、いろいろな機会を通じてそういう環境づくりに役立つよう

な形で周知というかＰＲというか、そういう形を引き続き取っていきたいと考え

ております。 

 

 ありがとうございます。学校は本当に、先ほどどこかで協働というお話が出ま

したけれども、みんなが支え合って働いている、子供たちに向き合っているとい

うところなので、そういう意味では周りの方々も嫌な顔をしたりということはな

く、みんな自分が通ってきた道、あるいは通る道で支え合おうという気持ちは十

分にあると思います。でも、それだけに寄りかかるのではなく、教育委員会とし

てもう少し人を多く充てるとか、今日の１時間目の授業はどうしているかななん

て悩まずこういう制度が活用できるように、ぜひそういうことを委員会として考

えていただきたいと思います。以上です。 

 

 よろしいでしょうか。 

 特に御意見等がなければ、教委第59号議案については、原案のとおり承認いた

だいてよろしいですか。 
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各委員 

 

鯉渕教育長 

 

 

直井学校教育

企画部長 

 

 

 

 

 

 

関口教育課程

推進室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

各委員 

 

鯉渕教育長 

 

 

齊藤総務課長 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

 

＜了 承＞ 

 

 次に、教委第60号議案「横浜市立学校の管理運営に関する規則の一部改正につ

いて」、所管課から御説明いたします。 

 

 学校教育企画部長の直井でございます。教委第60号議案「横浜市立学校の管理

運営に関する規則の一部改正について」、御審議をお願いいたします。 

 一枚おめくりいただきまして、提案理由でございます。令和３年４月１日に中

学校併設型小学校の池上小学校及び菅田小学校が統合し、菅田の丘小学校として

開校することに伴い、菅田の丘小学校を中学校併設型小学校とするため、横浜市

立学校の管理運営に関する規則の一部を改正したいので提案するものでございま

す。詳細は所管する教育課程推進室長から御説明させていただきます。 

 

 教育課程推進室長の関口でございます。もう一枚おめくりいただきまして、右

上にクレジットの入った資料で御説明させてください。 

 「１ 趣旨」についてです。横浜市立学校の管理運営に関する規則において、

中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校を規定しております。併設型小中学

校では、学校やブロックの特徴を生かした先進的な小中一貫教育を推進していま

す。このたび、令和３年４月１日に池上小学校と菅田小学校が統合し菅田の丘小

学校として開校することに伴い、規則の学校名を変更します。なお、菅田の丘小

学校開設に伴う学校条例につきましては令和元年に改正済みです。 

 「２ 改正の概要」についてです。学校名を記載した表を御覧ください。規則

の第５条の２に示している併設型小中学校の一覧です。表の左側、現行を御覧く

ださい。現在７つのブロックが併設型小中学校となっております。網掛けしてあ

る池上小学校、菅田小学校は、羽沢小学校、菅田中学校と共に４校で併設型とな

っています。このたび池上小、菅田小の統合により、表の右側の改正案の網掛け

部分のように、菅田の丘小学校と学校名を変更いたします。菅田の丘小学校、羽

沢小学校、菅田中学校の３校で併設型のブロックを構成することになります。 

 なお、この規則は令和３年４月１日から施行となります。 

 説明は以上でございます。 

 

 所管課からの説明が終了しましたが、何か御意見・御質問等はございますか。 

 特になければ、教委第60号議案については、原案のとおり承認いただいてよろ

しいですか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、原案のとおり承認させていただきます。 

 以上で公開案件の審議が終了しました。事務局から報告をお願いします。 

 

 次回の教育委員会定例会は、３月５日金曜日の午前10時から開催する予定で

す。また、次回の教育委員会臨時会は、３月12日金曜日の午前10時から開催する

予定です。 

 

 皆様、よろしいでしょうか。次回の教育委員会定例会は、３月５日金曜日の午

前10時から開催する予定です。また、次回の教育委員会臨時会は、３月12日金曜
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日の午前10時から開催する予定です。別途、通知いたしますので御確認くださ

い。 

 次に、非公開案件の審議に移ります。傍聴・報道機関の方は御退席願います。

また、関係部長以外の方も退席してください。 

 

＜傍聴人及び関係者以外退出＞ 

 

教委第61号議案「教職員の人事について」 

（原案のとおり承認） 

 

本日の案件は以上です。これで、本日の教育委員会臨時会を閉会といたしま

す。 

 

［閉会時刻：午前11時05分］ 

 


